
主　　　　文 
　　　　１　被告は，原告Ａに対し１９６４万７１２３円，原告Ｂ及び同Ｃに対し，それぞれ９１７万
３５６１円並びにこれらに対する平成９年４月２４日　　　　　から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。 
　　　　２　原告らのその余の請求を棄却する。 
　　　　３　訴訟費用は，これを５分し，その１を原告らの負担とし，その余を被告の負担とす
る。 
　　　　４　この判決は，原告ら勝訴部分に限り，仮に執行することができる。ただし，被告が，
原告Ａにつき１４００万円，原告Ｂ及び同Ｃにつき　　　　　それぞれ７００万円の担保を供する
ときは，それぞれその仮執行を免れることができる。 

事実及び理由 
第１　請求 
　　　被告は，原告Ａに対し２５００万円，同Ｂ及び同Ｃに対しそれぞれ１１５０万円並びにこれ
らに対する平成９年４月２４日（Ｄ死亡の日）から支　　払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。 
第２　事案の概要 
　　１　本件事案の骨子 
　　　　本件は，被告が開設する松江赤十字病院（以下「本件病院」という。）において，狭心
症の治療のために経皮的冠動脈形成術（以下単　　　に「ＰＴＣＡ」という。）を受け，術後死
亡するに至った患者の遺族らが，債務不履行（民法４１５条）ないし不法行為（使用者責任・
民法７１５　　　条）に基づき，被告に対して損害賠償金及び患者死亡の日からの遅延損害
金の支払を求めた事案である。 
　　２　争いがない事実等 
　　　(1) 原告Ａは，亡Ｄ（以下「Ｄ」という。）の夫であり，原告Ｂ，同Ｃは，Ｄの子である。 
　　　(2) 被告は，本件病院を開設している医療法人であり，Ｅ医師，Ｆ医師は，それぞれ本
件病院において主にＤの診療に当たり，ＰＴＣＡを　　　　施術した医師である。 
　　　(3) Ｄは，平成９年４月２１日，狭心症を疑われて本件病院に検査入院し，翌２２日に，
心臓カテーテル検査（血管内にカテーテルを挿入　　　　し，造影剤による冠動脈の像を得
ること等を目的とする検査）の結果，右冠動脈には完全閉塞が，左冠動脈の前下行枝及び
旋回枝に　　　　はそれぞれ狭窄のあることが判明した（乙１，１５，証人Ｅ） 
　　　(4) Ｄは，同月２３日午後３時ころ，上記冠動脈病変の治療のためにＦ医師を執刀者と
して右冠動脈のＰＴＣＡを受けたが，ＰＴＣＡは午後　　　　３時３０分ころ中止された（乙１，１
５，証人Ｅ）。 
　　　　Ｄは，ＰＴＣＡ施術中，あるいはその術後にＥ医師らに腰背部の激痛を訴えるに至っ
た（乙１，１５，証人Ｅ）（ただし，Ｄがいつの時点で　　　　　腰背部痛を訴えたかという点につ
いては争いがある。）。 
　　　(5) そこで，Ｅ医師らは，腹部ＣＴ検査，腹部エコー検査を実施し，これらの所見から腰
背部痛の原因を尿漏れによるものと判断し，Ｄに　　　　　対して経過観察を続けたが，Ｄ
は，翌２４日午後３時４０分ころ，血圧触知不良，自発呼吸がほとんどみられない状態に陥
り，同日午後　　　　５時ころ死亡した（乙１，１５，証人Ｅ）。 
　　　(6) 病理解剖の結果，Ｄの腎臓部には尿漏れを裏付ける腎盂損傷は認められず，右腎
被膜と筋膜との間の脂肪層に右腎臓を包み込む　　　　形で血腫が形成されていることが確
認された（乙１，１６，２５）。 
　　　(7) ＰＴＣＡとは，大腿動脈，上腕動脈の血管から針金状のガイドワイヤー，ガイドカテ
ーテルを挿入してこれらを心臓部に到達させた後，　　　　ガイドワイヤーを病変部に通過さ
せ，更にガイドカテーテル中のバルーン（風船）ワイヤーを病変部に通過させこのバルーン
により冠動　　　　脈の動脈硬化性狭窄を拡張する術式をいう。この術式は，大伏在静脈や
内胸動脈等を用いて冠動脈狭窄部にバイパスを造る外科的　　　　血行再建術（冠動脈バ
イパス術，以下単に「バイパス術」という。）とともに，狭心症の外科的治療法の一つに挙げら
れる（甲６ないし８）。 
　　３　争点及び争点に関する当事者の主張 
　　　(1) 右腎周囲の出血原因 
　　　　（原告らの主張） 
　　　　　右腎周囲の出血は，Ｆ医師がＰＴＣＡの施術の際に，ガイドワイヤーを腎門部から腎
実質内の極小さな血管に迷入させ，腎被膜直近　　　　でこの血管を破たんさせたことによ
る。 
　　　　（被告の主張） 



　　　　　右腎周囲の出血は，非外傷性腎被膜周囲血腫が突発的に発生したことによるもの
である。その原因としては，学術上は腎梗塞，水　　　　　腎症，腎盂腎炎，腎癌，糖尿病が
考えられるとされるが，Ｄがかかる疾患に至った原因は不明である。 
　　　　原告らは，上記出血の原因をガイドワイヤーによる腎実質内の血管破たんに求める
が，かかる症例報告は過去に一例もなく，本件ＰＴ　　　　ＣＡも複数の医師，放射線技師が
右鼠蹊部から心臓部までガイドワイヤーを連続的に透視下で監視していたのであるから，ガ
イドワイヤ　　　　ーが腎実質内の血管に迷入することはあり得ない。また，仮に原告らの主
張を前提にしても，血腫が腎被膜と筋膜の間の脂肪層に形　　　　　成されていることからす
れば，ガイドワイヤーの先端部分が腎実質及び腎被膜を突き抜けて脂肪層に達したと考え
る他ないが，ガイドワ　　　　イヤーは腎実質や腎被膜を損傷するに足る強度を備えていな
いから原告らの主張は失当である。 
　　(2) 過失ないし説明義務違反の有無 
　　　ア　術式選択を誤った過失 
　　　　（原告らの主張） 
　　　　　Ｄの冠動脈は，三枝いずれもに病変があり，かつ，右冠動脈の完全閉塞部分は１２
ミリメートルと長く，その先端に閉塞期間が長期で　　　　あることをうかがわせる順行性側路
血行路（閉塞された血管の血流を助けるために別個の冠動脈間で形成されるバイパス）が
みられ　　　　　　た。かかる症例にＰＴＣＡを施術すると合併症の危険が高くなるため，Ｅ医
師らはＤに対しては薬物治療かバイパス術を選択するべきで　　　　あったのにもかかわら
ず，ＰＴＣＡを選択したことは誤りである。 
　　　　その上，Ｄのり患していた狭心症は，安定狭心症で緊急に外科的手術を要するもの
でなかったから，仮にＰＴＣＡを選択するにせよ，医　　　　師にはあらかじめ大動脈，頸動
脈，脳血管の性状及び脳血流障害の有無等を確認して薬物治療の可能性やバイパス術の
可能性を検　　　　討した上で慎重にＰＴＣＡを選択する義務があった。しかるに，Ｅ医師は
何らこれらの検討を経ることなく拙速にもＰＴＣＡを実施した。 
　　　　（被告の主張） 
　　　　　Ｄは心カテーテル検査の結果，無症状のうちに心筋梗塞を起こしていたことが判明
したが，このように無症状のうちに心筋梗塞が起き　　　　た場合には突然死につながる危険
性が高いため，Ｄに対して薬物治療によって経過観察を行うことは適切ではなかった。ま
た，バイパ　　　　ス術は開胸の上心臓を一時停止させるため，手術侵襲の程度もＰＴＣＡの
それよりも大きい上，手術による死亡率そのものもＰＴＣＡと　　　　　比べても約２パーセント
と高く，患者の全身の動脈硬化が強い場合には脳や他の臓器に障害が生じることもある。 
　　　　確かに，三枝疾患一枝完全閉塞症例や，冠動脈閉塞期間が１年以上にもわたる症
例に対するＰＴＣＡの成功率は相対的に低くなる　　　　　が，近年は画像機器，ガイドワイヤ
ー，バルーン等の改良，術者の経験の蓄積により，成功率が著しく上昇しており，術者の技
術や合　　　　　併症に備えて緊急の手術に対応できる施設があれば，かかる症例にＰＴＣＡ
を施術することは何ら問題はない。その上，Ｄの場合は，　　　　　狭心症の自覚症状がなか
ったために閉塞期間を推定することができなかっただけであったから，閉塞期間を理由にＰ
ＴＣＡの施術を断　　　　念する根拠はなおさらなかった。 
　　　　また，Ｄに対するＰＴＣＡが禁忌とされていない以上は，医師には，大動脈，頸動脈等
の性状や脳血流障害の有無を確認して，薬物治　　　　療，バイパス術の可能性を検討する
義務などなく，この点の原告らの主張も失当である。 
　　イ　説明義務違反 
　　　　（原告らの主張） 
　　　　　Ｄの症例は，一般的にはＰＴＣＡの適応ではなく，かつ，Ｄにはその狭心症の病状
に照らしてもＰＴＣＡを緊急に施術する必要性もな　　　　　かったのであるから，医師にはＰ
ＴＣＡを実施するにあたって，ＰＴＣＡにおけるリスクファクターはもとより，Ｄの症例では一般
的にバイ　　　　　パス術が適応とされＰＴＣＡは禁忌とされていることを十分に説明する義務
がある。しかるに，Ｅ医師は，Ｄに対してＰＴＣＡ以外の治療　　　　　の可能性やＰＴＣＡのリ
スクファクターを説明することなく，「直ちにＰＴＣＡをしなければ助からない。とにかく任せて
もらえば心配は不要　　　　である。」と楽観的な観測のみを断定的に申し向け，説明義務を
怠った。 
　　　　（被告の主張） 
　　　　　Ｅ医師は，心カテーテル検査後に，Ｄ，原告Ａらに対して，カテーテル検査の結果
を撮影したシネフィルムや心臓の模型図を示しな　　　　　がら，ＰＴＣＡ及びバイパス術の概
略をそれぞれ説明した上で，バイパス術には開胸後心臓を一時停止させるため，全身の動
脈硬化が　　　　強い患者には術後に脳や他の臓器に障害が出る可能性があること，ＰＴＣ
Ａを実施する場合，閉塞期間が長期に及ぶとガイドワイヤー　　　　が閉塞部を通過しないこ



ともあること，バルーン（風船）で動脈硬化を押しつぶす際に１００分の１位の割合で冠動脈
破裂が起き，この場　　　　合は緊急の外科的手術が必要となること，ＰＴＣＡが成功しなけ
ればバイパス術しか治療方法が残されていないことを説明したところ，Ｄ　　　　らは，原告Ａ
が過去にＰＴＣＡ及びバイパス術を受けていたこともあって，両者の術式やそのリスクファクタ
ーについて十分に理解を示　　　　　し，自らＰＴＣＡを行うことを希望したのである。 
　　ウ　ガイドワイヤーによって腎実質を損傷させた過失 
　　　　（原告らの主張） 
　　　　　ＰＴＣＡの施術においてはガイドワイヤーが細い血管に迷入することがあることから，
医師には，ＰＴＣＡ施術の際に，ガイドワイヤーを　　　　　透視下で注意深く進め，ガイドワイ
ヤーの先端が何かに当たった時点で強く押し進めることのない様に注意する義務がある。し
かるに，　　　　Ｆ医師らは，本件ＰＴＣＡ施術の際，日常的なカテーテル操作に慣れ，モニタ
ーを見ないでガイドワイヤーを進めていったため，ガイドワ　　　　イヤーを右腎実質の血管
に迷入させ，血管を破たんさせた。 
　　　　（被告の主張） 
　　　　　Ｄの右腎周囲の出血原因はガイドワイヤーを腎実質の血管に迷入させたことによる
ものではないから，そもそも原告らの主張は前提　　　　　を欠く。現にＤに対する本件ＰＴＣ
Ａ施術の際にも，複数の医師，放射線技師が右鼠蹊部から心臓部までガイドワイヤーを連
続的に透　　　　　視下で監視していた。 
　　エ　腎周囲出血を見落とした過失 
　　　　（原告らの主張） 
　　　　　患者がＰＴＣＡ施術中に腰背部痛を訴えた場合，その原因としてはガイドワイヤー，
カテーテル等による血管損傷及び血栓，アテロー　　　　ム等の閉塞が疑われる。したがっ
て，医師には出血を疑って，血管造影検査，腹部エコー検査，ＣＴ検査等の検査を実施し
て腰背部　　　　　痛の原因を解明する義務がある。しかるに，Ｅ医師らは，いったんはＰＴＣ
Ａ施術時の出血を疑い，ＣＴ検査，腹部エコー検査で腎周囲　　　　に滲出液があることを
発見していながら，これを尿漏れによる尿であると誤診して，そのため出血を念頭においた
血液検査等を行うこと　　　　を怠たり，腎周囲出血の事実を見落とした。 
　　　　（被告の主張） 
　　　　　Ｅ医師らは，ＣＴ検査の結果，Ｄの腎周囲腔にみられた滲出液のＣＴ値（７０ないし８
０）が造影剤による濃染前の尿と濃染後の尿が混　　　　　合したものと考えれば十分に説明
できる値であったため，ＣＴ検査，腹部エコー検査においてみられた滲出液を尿漏れによる
尿であ　　　　　ると判断したもので，これは当時の判断としては合理的なものである。確か
に，事後的にみればＣＴ検査，腹部エコー検査においてみ　　　　　られた滲出液は血液で
あったと考えざるを得ないが，これは極めて特異な症例の一つとされる非外傷性腎周囲血
腫が突発的に発症　　　　　したことによるもので，Ｅ医師らがかかる症例を念頭においてＤ
の出血を疑い，血液検査等を行うことは不可能であった。 
　(3) Ｄの死亡との因果関係 
　　　（原告らの主張） 
　　　　Ｄは，ガイドワイヤーによる腎実質内の血管破たんの後，ＰＴＣＡ時に用いられたヘパ
リン（血液凝固抑制剤）の影響もあって大量の血　　　　液を流出させ，極度の脱水症状であ
ったことも相まって，失血性ショックを起こして死亡したものである。したがって，Ｆ医師がガイ
ドワイヤ　　　ーで誤って腎実質内の血管を破たんさせた過失とＤの死亡との間に因果関係
があることは明らかである。 
　　　さらに，腎実質出血後，Ｅ医師らがＣＴ検査，腹部エコー検査に加えて血液検査等の
検査を行っておれば，Ｄの腎周囲の滲出液が尿漏　　　れによる尿ではなく血液であるとの
確定診断が可能であり，Ｄは輸血や輸液治療，更には腎臓摘出等の止血措置により，その
死亡した４　　　月２４日午後５時の時点でなおも生存していた蓋然性が高いから，腎周囲出
血を見落とした過失とＤの死亡との間にも相当因果関係があ　　　る。 
　　（被告の主張） 
　　　確かにＤの右腎周囲には出血がみられたが，その出血量は致命傷に至るほど大量で
はない。Ｄの直接の死因は急性心筋梗塞である。 
　(4) 損害額 
　　　（原告らの主張） 
　　　ア　逸失利益　　１６００万円 
　　　　　なお，原告Ａはその２分の１（８００万円）を，原告Ｂ，同Ｃは４分の１（４００万円）をそ
れぞれ相続した。 
　　　イ　慰謝料　　２４００万円 
　　　　(ｱ) 原　告　Ａ　　　１２００万円 



　　　　(ｲ) 原　告　Ｂ　　　　６００万円 
　　　　(ｳ) 原　告　Ｃ　　　　６００万円 
　　　ウ　葬祭費用　　　２００万円（原告Ａ） 
　　　エ　弁護士費用　　　６００万円 
　　　　(ｱ) 原　告　Ａ　　　　３００万円 
　　　　(ｲ) 原　告　Ｂ　　　　１５０万円 
　　　　(ｳ) 原　告　Ｃ　　　　１５０万円 
　　　オ　合　　　　　計　　４８００万円 
　　　　(ｱ) 原　告　Ａ　　　２５００万円 
　　　　(ｲ) 原　告　Ｂ　　　１１５０万円 
　　　　(ｳ) 原　告　Ｃ　　　１１５０万円 
　　　（被告の主張） 
　　　　　不知ないし争う。 
第３　当裁判所の判断 
　　１　診療経過 
　　　　上記認定した事実のほか，証拠（甲１ないし３，１３，１４，乙１，１０ないし２１，２５，鑑
定人Ｇの鑑定の結果，証人Ｇ，同Ｅの各証言，原告　　　　Ａ本人尋問の結果）によれば，Ｄ
に対する診療経過は以下のとおりであると認められる。 
　　(1) Ｄは，本件病院の内科において糖尿病の治療を受けていたが，平成９年３月ころ（以
下においては，特に断らない限り「平成９年」のこと　　　　である。），内科の医師から心電
図，心エコー等の検査の結果，狭心症の変化が強く現れ，糖尿病の合併症として血管障害
が起きてい　　　　る可能性が強いと指摘されて循環器科での受診を勧められ，４月８日，循
環器科のＥ医師の診察を受けた（乙１，１５，１７，２０，証人　　　　　Ｅ）。 
　　　　Ｄは，当時，胸部痛の自覚症状がなかったものの，Ｅ医師から冠動脈硬化症にり患し
ている可能性が高い旨を説明され，近いうちに入　　　　院して心カテーテル検査等の精密
検査を受けるように勧められたため，４月２１日に本件病院に入院した（乙１，１５，１７，証人
Ｅ）。 
　　(2) Ｅ医師は，４月２１日にＤに対して運動負荷心電図検査を行った後，Ｄ，原告Ａから
心カテーテル検査の承諾を得て，翌２２日に心カテ　　　　ーテル検査を実施した（乙１，１
５，証人Ｅ）。 
　　　　心カテーテル検査の結果，右冠動脈には８ないし１２ミリメートルにわたる完全閉塞
が，左冠動脈には前下行枝，回旋枝のいずれの枝　　　　にも動脈硬化性の強い高度の狭
窄が，更に左冠動脈から右冠動脈閉塞部の先端部に側副血行路がそれぞれ認められた。
また，Ｄは　　　　無症状のうちに心臓の下壁に心筋梗塞を起こしていたことが判明した（乙
１，１０の２，１１，１２の１，２，１３，１５，１６，１９，２１，２５，証人　　　　Ｅ）。 
　　(3) Ｅ医師は，上司であるＦ医師とも協議の上，Ｄに対して右冠動脈，左冠動脈の順にＰ
ＴＣＡを試みた上で，ＰＴＣＡが不成功に終わった　　　　場合はバイパス術を行うこととし，２
２日夕方，Ｄ，原告Ａ，原告Ｃに対して，心カテーテル検査の結果を撮影したシネフィルム
や心臓の　　　　模型を示しながら，Ｄは重篤な狭心症にり患しており，その積極的な治療方
法としてはＰＴＣＡかバイパス術しかない，バイパス術は全身　　　　麻酔下で開胸し心臓を
いったん停止させて施術を行うので，術後に脳や臓器の障害が起こることがある，他方，ＰＴ
ＣＡは右冠動脈の　　　　　完全閉塞の閉塞期間が長期にわたる場合はガイドワイヤーを閉
塞部に通過させることができないため，治療を行うことはできないが，Ｄ　　　　の場合は施術
してみないとガイドワイヤーが閉塞部を通過するか否か確定しない，仮にガイドワイヤーが
閉塞部を通過した場合でも，ガ　　　　イドワイヤーが冠動脈をせん孔する可能性や，バル
ーンで狭窄部を拡張する際に冠動脈破裂が１００分の１の割合で生じる可能性があ　　　　
る，とりあえずは同月２３日に右冠動脈で，成功した場合は同月２４日に左冠動脈でそれぞ
れＰＴＣＡを施術するが，不成功の場合はバ　　　　イパス術しか方法はない旨説明したとこ
ろ，ＤらはＰＴＣＡを施術することに同意した（甲１３，１４，乙１，１５，証人Ｅ，原告Ａ本人）。
（な　　　　　お，原告Ａは，説明の場ではＥ医師からＰＴＣＡのリスクファクターを教えられるこ
となくＤに対して有効な治療方法はＰＴＣＡしかない，と　　　　にかく任せてもらえれば心配
は不要であるなどと楽観的観測のみを断定的に申し述べられたと供述するが，同原告は，
他方でＥ医師　　　　　から説明時にカテーテル，ガイドワイヤーが血管をせん孔する図（乙１
〔１５丁〕）を示され，また，ガイドワイヤーが閉塞部を通過しない場　　　　合は６月にバイパス
術を試みる旨の説明を受けていたとも供述している。その上，同原告は，当初はＤの血管が
もろいためにＰＴＣＡを　　　　行えば血管が破裂するおそれがあることを危ぐしてＥ医師に薬
物治療を希望していたというのであるから（原告Ａ本人），Ｄ，原告Ａら　　　　　は，ＰＴＣＡ以
外の治療方法の可能性やバイパス術，ＰＴＣＡのリスクファクター，ＰＴＣＡ施術の失敗の可



能性を理解した上でＰＴＣＡ施　　　　術に同意したと認めるのが相当であり，この点の原告
Ａの上記供述は採用できない。） 
　　(4) 同月２３日午後３時ころ，Ｄに対してＦ医師を執刀者，Ｅ医師らを助手としてＰＴＣＡが
施術された。Ｆ医師は，ヘパリン（血液凝固抑制　　　　　剤），ニトロール，ポタコールＲを静
脈注射後，右鼠蹊部からガイドワイヤーを動脈に挿入してこれを心臓部にまで到達させ，ガ
イディン　　　　グカテーテル（ブライトチップ）をガイドワイヤーに沿わせて右冠動脈に到達さ
せた。次に，Ｆ医師は，当初用いたガイドワイヤーを抜い　　　　　て，冠動脈にガイディング
カテーテルを密着させた後，右鼠蹊部からガイディングカテーテル内に閉塞部を通過させ
るためのガイドワイ　　　　ヤー（チョイスフロッピー）を伝わせ，右冠動脈閉塞部の通過を試
みたが通過不能であった。そこで，Ｆ医師らは，ガイドワイヤーをチョイ　　　　スフロッピーか
ら別のガイドワイヤー（アスリートソフト）に入れ換えて，再度閉塞部の通過を試みたが，血管
解離（ｄｉｓｓｅｃｔｉｏｎ・ガイドワイ　　　　ヤーが血管の膜の間に入って真の腔に進まない状態）
に至ったため治療困難と判定し，午後３時３３分ころＰＴＣＡ施術を中止した（乙　　　　１，１０
の１，１５，１６，１９，２１，２５，証人Ｅ）。 
　　(5) Ｅ医師らは，Ｄを止血室に移動して右鼠蹊部に残ったシースを除去し，指圧迫により
止血を行ったが，Ｄはそのころ突然右腰背部の激　　　　しい痛みを訴えた。Ｅ医師は，Ｄが
ＰＴＣＡ施術中から痛みを感じていたのではないかと推測し，内出血，皮下大腿血管周囲の
皮下血　　　　　腫を疑って，右鼠蹊部の止血部を中心に視診で内出血の有無を確認した
が，内出血を確認することができなかった（乙１，１５，証人　　　　　Ｅ）。（なお，原告らは，Ｄ
はＰＴＣＡ施術中から既に右腰背部痛を訴えていたと指摘し，確かにＤのカルテにはＰＴＣＡ
施術中から右腰　　　　　背部痛を訴えていたように解釈できる記載もある（乙１〔１８丁，５８
丁〕）。しかし，他方で同じカルテには「ＰＴＣＡ中から痛みを感じてい　　　　　た？」と疑問符
が付された記載（乙１〔２丁〕）も見受けられることからすれば，むしろ，上記カルテの記載は，
Ｅ医師がＰＴＣＡ施術中から　　　　右腰背部痛があったのではないかと推測した結果を記載
したものにすぎないと認めるのが相当であり（証人Ｅ），この点に関する原告ら　　　　の指摘
は採用できない。） 
　　(6) Ｅ医師らは，体内における内出血を確認するため，同日午後３時５８分ころ，腰部から
腹部にかけてＣＴ検査を行ったところ，せん刺部　　　　周囲の皮下血腫，内出血は認めら
れなかったものの，右腎周囲腔にＣＴ値７０ないし８０のやや密度（ｄｅｎｓｉｔｙ）の高い液（ｆｌｕｉ
ｄ）を認め　　　　た。さらに，Ｅ医師らは，同日午後４時４９分ころ，腹部エコー検査を実施し，
腎臓の周囲に少量の滲出液（ｅｆｆｕｓｉｏｎ）を認めた（乙１，１　　　　５，１８，証人Ｅ）。 
　　(7) Ｅ医師は，上記ＣＴ検査，腹部エコー検査の結果をもとに，放射線科の医師，泌尿器
科の医師，消化器内科の医師と協議し，右腎周　　　　　囲腔の液のＣＴ値（７０ないし８０）が
尿に造影剤が混入したものであるとすれば説明がつくことや，泌尿器科の医師から右腎盂
が破裂し　　　　ているとの指摘が出されたことから，腎周囲腔にみられた液は尿の排水障
害により腎臓から漏れ出た尿であると特定し，腰背部痛の原　　　　因を尿漏れによるもので
あると診断した（乙１，１５，１８，証人Ｅ）。 
　　(8) そこで，Ｅ医師は，尿の通過障害を改善させるために，Ｄの尿路にカテーテルを挿入
し，併せて鎮痛剤（ソセゴン・ボルタレン），造影剤　　　　によるおう気止めの薬剤（プリンペ
ラン）等を投与しながら経過観察を続けることにした。また，その際，Ｅ医師は，消化器内科
の医師か　　　　ら，尿漏れの場合は肝機能に異常を来すことがあるから念のため血液検査
を行うよう勧められ，翌朝血液検査を行うよう指示した（乙　　　　　１，１５，証人Ｅ）。 
　　(9) Ｄは，翌２４日午前にも右腰背部の疼痛とおう気，食欲不振を訴えていたが，Ｅ医師
が午前８時ころ応診した際には，腰背部痛の痛み　　　　が半分位に軽減したと申し向けた
（乙１，１５，証人Ｅ）。 
　　　　なお，Ｄに対しては午前７時ころ，Ｅ医師の前日の指示に基づき血液検査が実施さ
れ，その結果，ヘモグロビン値が前日の１０．２から　　　　　７．９に，ヘマトクリット値が３０．７
から２３．３に減少しており，明らかに貧血が疑われる所見であったが，Ｅ医師は血液検査の
結果が病　　　　　棟にファクシミリ送信された後も，結果内容を確認しなかった（乙１，１５，
鑑定の結果，証人Ｇ，同Ｅ）。 
　　(10)Ｄは，原告Ｃらが同月２４日午後２時ころ訪れた時点でも，会話が可能な状態であっ
たが，午後３時４４分ころ突然容態が悪化し，Ｅ医　　　　　師らが駆けつけた時点では，既に
血圧触知不良，自発呼吸もほとんどみられない状態となっていた（甲１４，乙１，１５，鑑定の
結果，証　　　　人Ｅ）。 
　　(11)Ｅ医師らは，直ちに心臓マッサージを行いながら，ＤをＩＣＵに搬入して気管内挿管，
強心剤（カテコラミン）投与等の救命措置を試み　　　　　たが，心臓は反応せず，瞳孔が散
大し，対光反射もなく経過したため，Ｅ医師は午後５時にＤの死亡を告知した（乙１，１５，証
人Ｅ）。 



　　　　なお，ＩＣＵ搬送時にＤに対して実施された血液検査の結果，ヘモグロビン値は６．
３，ヘマトクリット値は１９．４であった（乙１）。 
　　(12)病理解剖の結果，腎門部から腎実質に連なる動脈・静脈枝には破たん部はなかっ
たが，右腎臓の腎周囲全体に腎臓を包み込む形　　　　　で４１０グラムもの著明な血腫がみ
られ，出血が腸管膜根部から横隔膜腹腔面，右側大腰筋部，腹腔内にも及び，部分的に
は右腎実　　　　　質内に連続性に波及し，皮質部に小斑状の出血巣として，左腎臓におい
ても下極の皮質部に小出血斑として存在していることが確認さ　　　　れた。他方，尿漏れを
裏付ける腎盂粘膜の異常や腎盂拡張・破裂は確認できなかったため，４月２３日のＣＴ検
査，腹部エコー検査の　　　　際に右腎周囲腔にみられた液は尿漏れによる尿ではなく血液
であることが判明した。さらに，心臓には心カテーテル検査により確認さ　　　　れた心筋梗
塞症（陳旧性心筋梗塞症）のほか，新たに急性心筋梗塞症が認められた（甲２，乙１，１１な
いし１６，２５，証人Ｅ）。 
　２　争点(1)（右腎周囲の出血原因）について 
　　　以上の診療経過をもとに，右腎周囲の出血原因について検討する。 
　　　鑑定人Ｇ医師は，ＰＴＣＡ施術時にはガイドワイヤーが細い血管に迷入することがある
こと，ガイドワイヤーにはその芯にステンレススチー　　　ルが使用されていることから，ガイド
ワイヤーによって血管，臓器が損傷されることがあること，ＤがＰＴＣＡ施術直後において腎
出血をうか　　　がわせる腰背部痛を訴えていること，腰背部痛の愁訴直後に行われたＣＴ
検査，腹部エコー検査において右腎周囲腔にみられた滲出　　　　液は血液であること，病
理解剖の結果腎臓皮質部に小血巣が確認されたことからすれば，右腎周囲の出血はＰＴＣ
Ａ施術時にガイドワイ　　　ヤーが腎門部から右腎実質内の細い血管に迷入して腎被膜の
付近で血管を破たんさせたことによるものであり，血管破たん後，出血量　　　が徐々に増加
するにつれて血液が腎被膜外にも及び，結果として脂肪層に腎臓周囲を包み込む形で血
腫が形成されたものと推論して　　　いる（鑑定の結果，証人Ｇ（以下「証人Ｇ」という。））。 
　　　他方，被告は，ガイドワイヤーによって腎実質が損傷されたのであれば，血腫が脂肪
層に形成されている以上，ガイドワイヤーが腎被膜　　　を突き破ったと考えざるを得ない
が，ガイドワイヤーには腎被膜を突き破るだけの強度が備わっていないから，Ｇ医師の上記
推論は根拠　　　がないとして，右腎周囲の出血原因を原因不明の突発的な非外傷性腎周
囲血腫によるものであると主張する。 
　　　しかし，証拠（鑑定の結果，証人Ｇ）によれば，必ずしもガイドワイヤーが腎被膜を突き
破らなくても，腎実質内の血管の破たんによって脂　　　肪層に血腫が形成されることのある
ことが認められるのであるから，被告の指摘は前提を欠く。また，証拠（乙７ないし９，証人Ｅ）
によれ　　　　ば，確かに医学文献上非外傷性腎周囲血腫によって突発的に腎周囲に出血
が生じる症例が報告されていることが認められる。しかし，　　　その症例は１９５５年から１９９
１年の約３６年間にわずか３６例の報告があるのみで症例数が少ないこと，これらの医学文
献によっても，非　　　外傷性腎周囲血腫の発生機序，原因疾患は未だ解明されるに至っ
ていないことがうかがえる。しかも，被告自身，Ｄにおいていかなる原　　　因，機序から突発
的な非外傷性腎周囲血腫の疾患を発症させたのか全く不明であるというのである。 
　　　してみると，Ｄが，ＰＴＣＡ施術中ないしその直後に偶然，突発的に非外傷性腎周囲血
腫を発症した可能性は極めて低いといわざるを得　　　ず，さらに，本件証拠上他に右腎周
囲の出血原因となり得る事情が全くうかがえないことをも併せかんがみれば，右腎周囲の出
血原因　　　　は，鑑定人Ｇ医師が推論するとおり，ガイドワイヤーによる腎実質内の血管損
傷によるものと推認するのが相当である。 
　　　したがって，この点の原告らの主張は理由がある。 
　３　争点(2)（過失ないし説明義務違反の有無）について 
　　(1) 術式選択を誤った過失について 
　　　　証拠（甲６ないし８，鑑定の結果，証人Ｇ）によれば，ＰＴＣＡは，バイパス術と比べ侵
襲も少なく，死亡率もバイパス術の死亡率が１パー　　　　セントないし２パーセントに対して
０．１パーセント程度に止まるが，他方，三枝疾患一枝病変閉塞の場合は，再閉塞のおそれ
も含めて　　　　その成功率は低くなり，アメリカ合衆国の学会（ＡＣＣ・ＡＨＡ）におけるガイド
ラインでも，かかる症例にはバイパス術を行う方が好ましい　　　　とされていることが認めら
れる。 
　　　　もっとも，証拠（鑑定の結果，証人Ｇ）によれば，Ｄの場合は長期的予後を考えれば
薬物治療によって病状の改善を期待することはで　　　　　きないが，Ｄの狭心症は三枝疾
患一枝病変閉塞の症例で，右冠動脈，左前下行枝のいずれも病変長が長く右冠動脈の完
全閉塞期間　　　　が推測できないことからすれば，ＰＴＣＡを施術した場合には再狭窄に至
る可能性が高いことが認められる。そうすると，本件において　　　　　も，１回の施術のみで
治療が可能であるバイパス術を選択し，あるいは，最終的にＰＴＣＡを選択するにせよバイ



パス術の可能性を念頭　　　　において，大動脈，頸動脈，脳血管の性状，脳血流障害の
有無を確認した上で慎重にＰＴＣＡを選択する方がより望ましかったとみる　　　　　余地もあ
りうる。しかし，他方，証拠（乙３，４，２２ないし２４，証人Ｇ）によれば，三枝疾患一枝病変閉
塞の症例でも近年は術者の経験の　　　　蓄積や設備の向上によりＰＴＣＡの成功率が上昇
していることが認められる。Ｄのような症例においてバイパス術，ＰＴＣＡのいずれが適　　　　
切であるかという点については，未だ医学上見解の一致もみられず，上記のガイドラインもＰ
ＴＣＡを施術するについての標準的な指針　　　　を示したにすぎないというほかない（甲
８）。 
　　　　結局のところ，Ｄのような症例を有する患者に対してＰＴＣＡ，バイパス術のいずれを
選択するかは，当該医療機関の設備，術者の技術　　　　とを総合的に判断して決すべきも
のであり，既に認定したところから，本件においては，ＰＴＣＡの選択を拒否しなければなら
ない事情は　　　　見い出し難い。してみると，Ｅ医師らがＰＴＣＡを選択した点には何らの過
失もないし，また，ＰＴＣＡを選択した点に問題がない以上はＥ　　　　医師らに，あらかじめ
大動脈，頸動脈，脳血管の性状，脳血流障害の有無を確認した上でＰＴＣＡを選択する義
務が課せられているも　　　　のでもないというべきである。 
　　　　したがって，この点に関する原告らの主張は理由がない。 
　　(2) 説明義務違反について 
　　　　前記第３の１（診療経過）で認定したところによれば，Ｅ医師は，Ｄらに対して，治療方
法の概要，ＰＴＣＡ，バイパス術各々のリスクファク　　　　ターを説明した上で，Ｄらから，ま
ずはＰＴＣＡを行う旨の同意を得ている。仮にＥ医師がこの説明の中でＤらに対して「心配は
不要であ　　　　る。」などと楽観的観測を申し述べたとしても，患者の心理的負担を軽減す
るための合理的な言動というべきであるから，Ｅ医師の説明　　　　義務違反をいう原告らの
主張は採用することができない。 
　　　　なお，原告らは，三枝疾患一枝完全閉塞の症例では，バイパス術が適応であることを
も説明するべきであったと主張するが，ＰＴＣＡを　　　　選択すること自体は何ら誤りでない
から，Ｅ医師としては，基本的にはＤに対する治療方法の概要，ＰＴＣＡ，バイパス術各々の
リスクフ　　　　ァクターを説明すれば説明義務を尽くしたというべきであり，本件証拠上，そ
れ以上にＥ医師にかかる説明義務をも課する特段の事情　　　　もうかがえないから，原告ら
の主張は採用できない。 
　　　　したがって，この点に関する原告らの主張は理由がない。 
　　(3) ガイドワイヤーによって腎実質を損傷させた過失について 
　　　　証拠（鑑定の結果，証人Ｇ，同Ｅ）によれば，ＰＴＣＡ施術に際しては，ガイドワイヤー
が細い血管に迷入し，血管が損傷することが少な　　　　　からずあるから，ガイドワイヤーを
透視下に進め，仮にガイドワイヤーの先端が何かに当たった場合には無理に押し進めるこ
とのないよう　　　　にすることが，ＰＴＣＡを施術する医師の留意事項とされていることが認め
られる。 
　　　　ところで，原告らは，本件ＰＴＣＡにおいては，モニターが施術当初から心臓部に固
定されていたために，Ｆ医師らは施術の際にガイド　　　　ワイヤーを透視下に進めていなか
ったと主張する。しかし，本件証拠上，モニターが当初から心臓部に固定されていたことを
裏付ける　　　　　に的確な証拠はない。その上，証拠（鑑定の結果，証人Ｇ，同Ｅ）によれ
ば，ガイドワイヤーを透視下で進めたとしても，これにより血管　　　　　自体を観察できるわ
けではなく，術者としてはモニターに写し出されたガイドワイヤーの走行方向を手掛かりにガ
イドワイヤーの進行位　　　　置を推測することしかできないこと，現に施術時に注意を払っ
てもなおもガイドワイヤーを細い血管に迷入させて血管を破たんさせること　　　　はままある
ことであることが認められる。したがって，Ｆ医師がガイドワイヤーによって腎実質を損傷させ
た点になおもＦ医師らに過失があ　　　　ったとまでは断定し難く，この点に関する原告らの
主張は理由がない。 
　　(4) 腎周囲出血を見落とした過失について 
　　　証拠（鑑定の結果，証人Ｇ）によれば，ＤはＰＴＣＡ施術直後に腰背部痛を訴えていた
ことからすれば，医師としては，ガイドワイヤー，カ　　　テーテル等による血管損傷，血栓，
アテローム等の閉塞の可能性を最も疑って，血液造影，腹部エコー，ＣＴ，血液検査を行う
ことによっ　　　て，確定診断に努めるべきであったことが認められる。 
　　　　前記第３の１（診療経過）で認定したところによれば，Ｅ医師らは，いったんは出血を
疑ってＣＴ検査，腹部エコー検査を実施し，右腎周　　　囲腔に滲出液を認めていながら，こ
の液を尿漏れによる尿であると断定して，出血の可能性を全く否定し，更に血液検査を行う
ことなく，　　　Ｄに対して尿漏れを前提とした経過観察を行っている。しかし，証拠（鑑定の
結果，証人Ｇ）によれば，Ｄにあっては尿漏れの原因となる　　　　事情もうかがえず，尿漏れ
の場合にみられるはずの腎門部開放もなく，その上，右腎周囲腔の滲出液のＣＴ値のみか



らは，この滲出液が　　　尿と造影剤が混在したものであるとまでは確定できなかったことが
認められる。したがって，Ｅ医師らが，ＣＴ検査，腹部エコー検査の結果　　　のみから右腎
周囲腔にみられた滲出液を尿漏れによる尿と断定したことは誤りであるといわざるを得ず，Ｅ
医師らが出血の可能性を一切　　　否定し血液検査等の検査を怠って腎周囲の出血の事
実を見落としたことは過失であったというべきである。 
　　　　以上によれば，この点の原告らの主張は理由がある。 
　４　争点(3)（Ｄの死亡との因果関係）について 
　　　証拠（乙１，鑑定の結果，証人Ｅ，同Ｇ）によれば，病理解剖によって確認された右腎周
囲の血腫（凝血塊）の重量は４１０グラムであるこ　　　と，４月２３日に行われた血液検査で１
０．２あったヘモグロビン値が，翌２４日午前７時の血液検査の結果７．９，さらにＩＣＵ搬送時
に行わ　　　れた血液検査の結果６．３と激減していること，同様にヘマトクリット値も３０．７か
ら，２３．３，１９．４と激減していることからすれば，Ｄは出　　　　血から死亡に至るまで血漿
を含めると約１リットルもの血液を，更に後腹膜腔，腹腔に及んだ出血を考慮に含めればそ
れ以上の血液を　　　　喪失させていたことが認められる。さらに，この出血量に加えて，Ｄが
手術当日に１０００ＣＣの輸液しか投与されておらず脱水状態に陥っ　　　ていたこと（乙１，
鑑定の結果，証人Ｇ）をも併せみれば，Ｄは右腎周囲出血と脱水による失血性ショックにより
死亡に至ったと考えるのが　　　相当である（鑑定の結果，証人Ｇ）。 
　　　被告は，病理解剖の結果，心臓に急性心筋梗塞症がみられたことから，Ｄの直接の死
因は失血性ショックではなく急性心筋梗塞症であ　　　ると主張する。しかし，ＤがＩＣＵに搬
入された時点での心電図でも急性心筋梗塞の所見がないこと（乙１，鑑定の結果，証人
Ｇ），病理解　　　剖の結果からも心源性ショックがあればみられるはずの冠動脈のカテーテ
ル崩壊や血栓形成がないこと（乙１２の１，２，１３，１６，２５，鑑　　　定の結果，証人Ｇ）にか
んがみれば，被告の主張は採用できない。 
　　　そして，証拠（証人Ｇ）によれば，４月２４日午前７時の血液検査でヘモグロビン値が７．
６に激減した後，Ｄが午後３時４４分ころになって　　　　失血性ショックに至ったことからすれ
ば，午前７時ころの時点で輸血や止血措置を行ってもＤは十分に救命可能であったことが
認められ　　　るから，Ｅ医師らがＰＴＣＡ施術後，Ｄの右腎周囲の出血の事実を見落とした
過失と，Ｄの死亡との間には相当因果関係があるといえる。 
　　　したがって，この点に関する原告らの主張は理由がある。 
　５　争点(4)（損害額）について 
　　　被告が原告らにてん補すべき金員は，以下のとおりであると認められる。 
　 (1)　逸失利益　１３４９万４２４６円（小数点以下切り捨て） 
　　　（計算式） 
　　　２９３万７１００円（基礎収入〔賃金センサス平成９年女子労働者学歴計６２歳女子平均
年収〕）×０．８５（島根県における平均年収の全国　　　比率）×７．７２１７（就労可能年数１
０年のライプニッツ係数）×（１－０．３〔生活費控除率〕） 
　　　原告Ａは，上記金員の２分の１に相当する６７４万７１２３円を，原告Ｂ，同Ｃは４分の１に
相当する３３７万３５６１円（小数点以下切り捨て）　　　　をそれぞれ相続した。 
　(2) 慰謝料　２０００万円 
　　　被告が原告らの精神的苦痛を慰謝する金員としては，Ｄの夫である原告Ａについては
１０００万円，Ｄの子である原告Ｂ，同Ｃについては　　　各５００万円とするのが相当である。 
　(3) 葬祭費用　　１２０万円（原告Ａ） 
　(4) 弁護士費用　　３３０万円 
　　ア　原　告　Ａ　　　１７０万円 
　　イ　原　告　Ｂ　　　　８０万円 
　　ウ　原　告　Ｃ　　　　８０万円 
　(5) 合計　３７９９万４２４５円 
　　ア　原　告　Ａ　　　１９６４万７１２３円 
　　イ　原　告　Ｂ　　　　９１７万３５６１円 
　　ウ　原　告　Ｃ　　　　９１７万３５６１円 
第４　結論 
　　　以上によれば，原告らの請求は主文の限度で理由がある。 
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